
 

３ 要請等の実施 
 
大分県経営者協会、大分県商工会議所連合会、大分県商工会連合会、大分県中小企業

団体中央会、大分経済同友会の経済５団体に対し、「外国人労働者の雇用管理の改善等

に関して事業主が適切に対処するための指針（厚生労働省告示）」に基づく適切な雇用

管理の実施を各会員事業場に周知するよう、要請書を交付しました。 
また、平成２９年６月２２日（木）に外国人技能実習生が就労する水産食料品加工業

を営む事業場３社に、大分労働局の佐伯職業安定部長、政木監督課長らが訪問し、技能

実習生の適正な雇用・労働条件の確保に係る周知・啓発を実施しました。 
 
       
 
 

＜経済団体等に交付した要請文書＞ 

 


